
習志野市障がい者グループホーム運営費補助金交付要綱 

 

 

平成２０年 ６月 ４日 

改正 平成２１年 ８月２６日 

改正 平成２４年 ３月３０日 

改正 平成２５年 ３月 ５日 

改正 平成２６年 ４月 １日 

改正 平成３０年 ４月 １日 

改正 令和 ７年 ３月２７日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、グループホームの運営促進を図り、障がい者の自立を促進

するため、習志野市障がい者グループホーム運営費補助金の交付に関し、習志

野市補助金等交付規則(昭和４０年規則第１０号。以下「交付規則」という。)

に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

（１）グループホーム 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律(平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。)第５条第１７項の

共同生活援助を行うにあたり、障がい者が共同生活を営む住居をいう。 

（２）障がい者 法第４条第１項に規定する障害者をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金交付の対象者は、本市が援護する障がい者が入居するグループ

ホームの設置者とする。 

（補助対象経費等） 

第４条 補助対象経費は、グループホームの運営に要する人件費、運営費等の経

費（ただし、入居者が負担する食材料費、家賃、光熱水費等を除く。）とする。 

２ 補助金の交付額は、別表に定める補助基準額と前項の補助対象経費の実支

出額から寄付金その他の収入額を控除した額を比較して少ない方の額とする。 

（交付の条件） 

第５条 市長は、補助金等の交付の決定をする場合において、補助金等の交付の

目的を達成するため必要があると認めるときは、次の各号のとおり条件を付

するものとする。 

（１）交付の申請にあたっては、交付規則第５条に掲げる書類に所要額調書を添

付して提出しなければならない。 
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（２）実績の報告にあたっては、交付規則第１６条に定める実績報告書に、所要

額清算書、実績記録票及び収支決算書を添付して提出しなければならない。 

（３）補助事業者は、当該事業に係る収入および支出を明らかにした帳簿を備え、

当該収入および支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類

を事業完了後５年間保管しなければならない。 

（交付の特例） 

第６条 市長は、概算払により補助金を交付することができる。 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

別表 補助基準額（入居者一人当たり単価） 

グループホーム 

世話人配置区分６：１かつ人員配置体制加算（以下「加算」という。）において

１２：１の加配あり 

共同生活住居定員 障害支援区分 

補助基準額 
（月額） 

（ただし、入退所月は日割り計

算とする。） 

４人以下 

区分１、非該当 １０８，０００円 

区分２ １２２，０００円 

区分３ １２７，０００円 

区分４ １５１，０００円 

区分５ １８８，０００円 

区分６ ２２７，０００円 

５人 

区分１、非該当 ９３，０００円 

区分２ １０７，０００円 

区分３ １２６，０００円 

区分４ １４６，０００円 

区分５ １７７，０００円 

区分６ ２１６，０００円 

６人 

区分１、非該当 ８３，０００円 

区分２ ９７，０００円 

区分３ １１９，０００円 

区分４ １３９，０００円 

区分５ １７０，０００円 

区分６ ２１０，０００円 

 

世話人配置区分６：１かつ加算において３０：１の加配あり 



共同生活住居定員 障害支援区分 

補助基準額 
（月額） 

（ただし、入退所月は日割り計

算とする。） 

４人以下 

区分１、非該当 ９４，０００円 

区分２ １０７，０００円 

区分３ １１２，０００円 

区分４ １３６，０００円 

区分５ １７２，０００円 

区分６ ２１３，０００円 

５人 

区分１、非該当 ７９，０００円 

区分２ ９２，０００円 

区分３ １１１，０００円 

区分４ １３１，０００円 

区分５ １６１，０００円 

区分６ ２０１，０００円 

６人 

区分１、非該当 ６９，０００円 

区分２ ８２，０００円 

区分３ １０４，０００円 

区分４ １２４，０００円 

区分５ １５４，０００円 

区分６ １９６，０００円 

世話人配置区分６：１ 

共同生活住居定員 障害支援区分 

補助基準額 
（月額） 

（ただし、入退所月は日割り計

算とする。） 

４人以下 

区分１、非該当 ８５，０００円 

区分２ ９７，０００円 

区分３ １０２，０００円 

区分４ １２６，０００円 

区分５ １６２，０００円 

区分６ ２０３，０００円 

５人 

区分１、非該当 ７０，０００円 

区分２ ８２，０００円 

区分３ １０１，０００円 

区分４ １２１，０００円 



区分５ １５１，０００円 

区分６ １９１，０００円 

６人 

区分１、非該当 ６０，０００円 

区分２ ７２，０００円 

区分３ ９４，０００円 

区分４ １１４，０００円 

区分５ １４４，０００円 

区分６ １８６，０００円 

※障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に

基づく共同生活援助サービス費、入院時支援特別加算、長期入院

時支援特別加算、帰宅時支援加算、長期帰宅時支援加算を受けて

いる場合は、当該金額を除いた額を補助基準額とする。  

  なお、補助基準額の適用に当たっては、月の初日の世話人配置、

定員、障害支援区分によるものとする。  

附  則 

この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。  

附  則（平成２０年６月４日）  

この要綱は、決裁の日から施行し、平成２０年４月１日から適用

する。  

附  則（平成２１年８月２６日）  

この要綱は、決裁の日から施行し、平成２１年度分の予算にかか

る補助金から適用する。  

附  則（平成２４年３月３０日）  

この要綱は、決裁の日から施行し、平成２３年度分の予算にかか

る補助金から適用する。  

 附  則（平成２５年３月５日）  

この要綱は、平成２５年４月１日から施行する。  

附  則（平成２６年３月２７日）  

この要綱は、平成２６年４月１日から施行する。  

附  則（平成３０年３月３０日）  

この要綱は、平成３０年４月１日から施行する。  

附  則（令和７年３月２７日）  

この要綱は、決裁の日から施行し、令和６年度分の予算にかかる

補助金から適用する。  

 


